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特
定
の
産
業
に
従
事
す
る
労

働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ

れ
る
特
定
最
低
賃
金
が
、
改
正

さ
れ
ま
し
た
（
効
力
発
生
日
は

平
成
24
年
12
月
31
日
）。

・・
鉄
鋼
業　
　
　
　

８
０
５
円

・・
は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用

機
械
器
具
、
業
務
用
機
械
器

具
製
造
業　
　
　

７
８
９
円

・・
計
量
器
・
測
定
器
・
分
析
機

　

器
・
試
験
機
・
理
化
学
機
械

器
具
、
医
療
用
機
械
器
具
・

医
療
用
品
、光
学
機
械
器
具
・

　

守
谷
市
景
観
計
画
の
屋
外
広

告
物
の
表
示
お
よ
び
設
置
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
実
施

し
、
平
成
24
年
12
月
18
日
に
変

更
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
の

こ
こ
ろ
を
知
っ
て
学
べ
る

こ
こ
ろ
を
知
っ
て
学
べ
る

出
前
講
座

出
前
講
座
（
講
師
派
遣
）

（
講
師
派
遣
）

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

改
正
改
正

守
谷
市
景
観
計
画
の
変
更

守
谷
市
景
観
計
画
の
変
更

お知らせ・開催

お
知
ら
せ

１
か
月
前
ま
で
に
「
団
体
名
・

依
頼
者
名
・
連
絡
先
・
希
望
日

時
・
実
施
場
所
」
を
伝
え
て
、

申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン

タ
ー　

☎
48
・
６
０
０
０

計
画
に
即
し
た
市
独
自
の
屋
外

広
告
物
条
例
を
制
定
す
る
予
定

で
す
。

▼
変
更
内
容　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.city.m

ori
ya.ibaraki.jp/section/04
10/

）
に
掲
載

▼
問
合
先　

市
役
所
都
市
計
画

課　

ま
ち
づ
く
り
Ｇ　

内
線

２
４
２
、２
４
３

　
「
こ
こ
ろ
を
知
っ
て
学
べ
る

出
前
講
座
」
と
は
、
地
域
の
健

康
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
保

健
師
や
精
神
保
健
福
祉
士
が
皆

さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
出
向
き
、
こ

こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
お
話
を

す
る
も
の
で
す
。
正
し
い
知
識

を
学
ぶ
た
め
に
、
ま
た
自
分
の

こ
こ
ろ
の
気
付
き
の
た
め
に
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

市
内
サ
ー
ク
ル
、
町

内
会
な
ど
の
団
体
▼
派
遣
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
の
間
で
申
込
者
が
希
望
す
る

時
間
▼
場
所　

申
込
者
が
準
備

▼
申
込
方
法　

開
催
予
定
日
の

レ
ン
ズ
、
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機

械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器

具
、
時
計
・
同
部
分
品
製
造

業 

７
８
２
円

・
各
種
商
品
小
売
業　
７
５
６
円

▼
適
用
除
外　

次
の
①
〜
③
に

該
当
す
る
方
（
茨
城
県
最
低
賃

金
６
９
９
円
を
適
用
）　

①
18

歳
未
満
ま
た
は
65
歳
以
上
の
方

②
雇
入
れ
後
６
月
未
満
で
あ
っ

て
、技
能
習
得
中
の
方
③
清
掃
、

片
付
け
、
賄
い
の
業
務
に
主
と

し
て
従
事
す
る
方

＊
使
用
者
と
労
働
者
が
合
意

し
「
特
定
最
低
賃
金
額
」
未

満
の
賃
金
で
労
働
契
約
を
結

ん
だ
場
合
で
も
、
法
律
に
よ

り
、
そ
の
賃
金
は
無
効
と
さ

れ
「
特
定
最
低
賃
金
額
」
で

契
約
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

ま
す
。

▼
問
合
先　

茨
城
労
働
局
労
働
賃
金
室　

☎
０
２
９･
２
２
４･

６
２
１
６

開　
　

催

人
権
相
談
所
開
設

人
権
相
談
所
開
設

　

人
権
に
つ
い
て
お
悩
み
の
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
一
人
で

悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
相
談
無
料
／
秘
密
厳
守
／
事

前
予
約
不
要

▼
日
時　

２
月
１
日
㈮
午
後
１

時
〜
４
時
▼
会
場　

文
化
会
館

▼
相
談
内
容　

人
権
を
侵
害
さ

れ
て
い
る
問
題
、
金
銭
貸
借
・
借

地
・
借
家
・
境
界
・
農
地
・
登
記

問
題
、
相
続・親
族・扶
養・結
婚・

戸
籍
問
題
、
児
童
・
生
徒
の
い
じ

め
問
題
、
そ
の
ほ
か
人
権
に
関
す

る
こ
と
▼
相
談
員　

人
権
擁
護

委
員
・
法
務
局
担
当
官

▼
問
合
先　

市
役
所
市
民
協
働

推
進
課　

人
権
推
進
室　

内
線

１
３
６


